
特定生産緑地（あきる野市）の解除

生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６第１項の規定に基づき、次のよ

うに特定生産緑地の指定を解除する。

「区域は解除図表示のとおり」

番 号 位 置
特定生産緑地の

解除面積

図面

番号

159－1 あきる野市油平字富士見台地内 約 1,410 ㎡ １／１


